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判
　
例
研
究

一
〇
六

（
一
〇
六
）

〔
刑

訴

判

例

研

究

七
〕

昭
和
五
二
年
・
国

　
刑
事
手
続
に
お
け
る
書
類
の
送
達
と
民
訴
法
旧
七
二
条
の
準
用

　
　
最
三
決
昭
和
五
二
年
三
月
四
日
・
刑
集
一
三
巻
二
号
六
九
頁
（
刑
の
執
行
猶
予
言
渡

　
　
取
消
決
定
に
つ
い
て
の
即
時
抗
告
棄
却
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
事
件
・
昭
和
五
二

　
　
年
ω
第
六
号
・
棄
却
）

　
　
（
事
案
の
概
要
）

　
　
甲
は
、
昭
和
四
八
年
一
二
月
二
〇
日
、
広
島
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
恐
喝
罪
に
よ
り

　
　
懲
役
一
年
、
三
年
間
執
行
猶
予
、
保
護
観
察
付
の
判
決
の
宣
告
を
受
け
、
右
判
決
は

　
　
昭
和
四
九
年
一
月
五
日
確
定
し
た
。

　
　
と
こ
ろ
が
、
右
執
行
猶
予
期
間
中
、
甲
は
、
住
居
届
は
し
た
も
の
の
数
回
に
亘
り
転
居

　
　
し
（
転
居
に
つ
い
て
は
無
届
）
昭
和
四
九
年
三
月
傷
害
事
件
を
犯
し
、
広
島
簡
裁
で
罰

　
　
金
刑
に
処
せ
ら
れ
た
ほ
か
、
昭
和
五
一
年
八
月
に
は
覚
せ
い
剤
の
使
用
、
所
持
と
傷

　
　
害
事
件
を
相
次
い
で
起
こ
し
、
右
各
犯
行
に
よ
り
同
年
一
一
月
一
九
日
に
広
島
地
裁

　
　
で
懲
役
八
月
に
処
せ
ら
れ
る
な
ど
、
保
護
観
察
中
遵
守
す
べ
き
事
項
を
遵
守
せ
ず
、

　
　
そ
の
情
状
が
重
い
と
し
て
、
保
護
観
察
所
長
の
申
出
に
基
づ
き
、
検
察
官
は
、
刑
法

　
　
二
六
条
ノ
ニ
第
二
号
に
よ
り
広
島
地
方
裁
判
所
に
対
し
て
、
昭
和
五
一
年
一
二
月
九

　
　
日
、
執
行
猶
予
取
消
の
請
求
を
し
た
。

　
　
　
同
地
裁
は
、
同
年
一
二
月
二
四
日
、
こ
れ
を
容
れ
て
右
執
行
猶
予
を
取
り
消
し
た
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
、
甲
は
、
不
服
と
し
て
、
同
月
二
七
目
、
即
時
抗
告
を
申
し
立
て
た

　
　
と
こ
ろ
、
広
島
高
等
裁
判
所
は
、
同
月
二
八
日
、
こ
れ
を
棄
却
す
る
旨
の
決
定
を

し
、
同
裁
判
所
の
書
記
官
は
、
甲
に
対
す
る
同
決
定
謄
本
の
送
達
を
同
日
廷
吏
に
よ

り
行
お
う
と
し
た
が
、
甲
方
全
戸
不
在
に
よ
り
送
達
不
能
と
な
つ
た
た
め
、
同
日
広

島
地
方
裁
判
所
の
書
記
官
に
送
達
事
務
の
取
扱
を
嘱
託
し
た
。
同
裁
判
所
の
書
記
官

は
、
執
行
官
に
よ
り
同
日
二
回
、
昭
和
五
二
年
一
月
四
日
一
回
、
送
達
を
行
お
う
と

し
た
が
、
い
ず
れ
も
甲
方
全
戸
不
在
に
よ
り
送
達
不
能
と
な
つ
た
の
で
、
広
島
高
等

裁
判
所
の
書
記
官
が
、
同
日
書
留
郵
便
に
付
し
て
こ
れ
を
甲
に
対
し
て
発
送
し
た
。

こ
の
郵
便
は
同
月
六
日
甲
方
に
到
達
し
た
。

　
右
書
留
郵
便
を
受
領
し
た
甲
は
、
刑
事
書
類
の
送
達
に
は
、
民
訴
法
一
七
二
条
お

よ
び
一
七
三
条
の
準
用
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
こ
の
こ
と
は
最
判
昭
和
四
七
年

＝
一
月
二
六
日
刑
集
二
六
巻
一
〇
号
七
五
九
頁
の
判
例
と
相
反
す
る
こ
と
に
な
る

と
、
右
決
定
を
取
り
消
す
旨
の
決
定
を
求
め
て
、
刑
訴
法
四
〇
五
条
並
び
に
同
法
四

三
三
条
に
よ
り
特
別
抗
告
を
申
し
立
て
た
。

（
決
定
要
旨
）

　
刑
訴
法
五
四
条
は
、
書
類
の
送
達
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
規
則
に
特
別
の
定
の

あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
民
事
訴
訟
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
準
用
す
る
旨
規
定
し
、

刑
事
手
続
に
お
け
る
郵
便
に
付
す
る
送
達
（
以
下
「
付
郵
便
送
達
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
刑
訴
規
則
六
三
条
の
規
定
が
あ
る
と
こ
ろ
、
同
条
は
、
民
訴
法
一
七
〇
条

に
対
し
て
の
み
の
特
別
規
定
と
解
さ
れ
、
付
郵
便
送
達
を
刑
訴
規
則
六
二
条
に
よ
り

住
居
等
の
届
出
の
義
務
あ
る
者
が
そ
の
届
出
を
し
な
い
場
合
に
限
定
す
る
趣
旨
の
も

の
と
は
解
さ
れ
ず
、
ま
た
、
裁
判
所
の
規
則
に
は
刑
訴
規
則
六
三
条
の
ほ
か
に
刑
事



手
続
に
お
け
る
付
郵
便
送
達
に
関
す
る
特
別
規
定
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
民

訴
法
一
七
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
場
合
に
付
郵
便
送

達
を
し
う
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
同
法
一
七
二
条
は
、
刑
訴
法
五
四
条
に
よ
り
刑

事
手
続
に
お
け
る
書
類
の
送
達
に
つ
い
て
準
用
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。

し
て
み
る
と
、
前
記
事
実
関
係
の
も
と
で
原
審
の
書
記
官
が
し
た
本
件
付
郵
便
送
達

は
適
法
で
あ
る
と
い
う
べ
く
、
民
訴
法
一
七
三
条
に
よ
り
原
決
定
謄
本
は
執
行
猶
予

期
間
内
で
あ
る
昭
和
五
一
年
一
月
四
日
に
申
立
人
（
甲
ー
筆
者
注
ー
）
に
対
し

送
達
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
、
同
日
、
本
件
執
行
猶
予
取
消
の
効
果
が
発
生

し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
刑
訴
法
四
三
四
条
・
四
二
六
条
一
項
に
よ
り
全
員
一
致
で
棄
却
決
定
さ

れ
た
。

〔
評
釈
〕

　
判
旨
賛
成
。

　
一
　
執
行
猶
予
取
消
決
定
（
刑
訴
法
三
四
九
条
の
二
第
一
項
）
に
対
す
る
即
時

抗
告
棄
却
決
定
（
刑
訴
法
三
四
九
条
の
二
第
五
項
、
同
四
二
六
条
）
に
お
い
て
、
右

決
定
謄
本
の
送
達
を
す
る
に
あ
た
り
、
刑
訴
法
五
四
条
に
よ
り
、
民
訴
法
一
七

二
条
の
準
用
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
実
務
上
そ
の
取
扱
に
つ
い
て
紛
糾
が
み
ら

れ
た
が
、
最
高
裁
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
判
例
は
な
く
、
そ
の
解
決
が
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

た
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
二
　
刑
訴
法
五
四
条
は
、
書
類
の
送
達
に
つ
い
て
、
規
則
に
特
別
の
定
め

（
刑
訴
規
則
六
二
条
ー
六
五
条
）
の
な
い
か
ぎ
り
、
公
示
送
達
を
除
く
民
事
訴
訟

に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
準
用
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
。

判
例
研
究

　
し
か
し
、
受
送
達
者
が
全
戸
不
在
で
あ
つ
た
よ
う
な
ば
あ
い
、
刑
事
手
続
に

お
い
て
公
示
送
達
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
付
郵
便
送
達
以
外
に
は
、
有
効
な
送

達
は
行
な
い
得
な
い
。
そ
こ
で
、
付
郵
便
送
達
に
つ
い
て
、
刑
訴
規
則
六
三
条

と
の
関
連
で
民
訴
一
七
二
条
の
準
用
を
認
め
う
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
ま
え
に
本
決
定
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
問

題
が
生
ず
る
契
機
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
さ
ぐ
つ
て
み
た
い
。

　
そ
れ
は
、
執
行
猶
予
取
消
決
定
に
対
し
て
即
時
抗
告
が
申
し
立
て
ら
れ
た
ば

あ
い
、
執
行
猶
予
取
消
決
定
の
執
行
力
は
停
止
さ
れ
る
（
刑
訴
法
四
二
五
条
）
の

で
、
即
時
抗
告
棄
却
決
定
に
つ
い
て
の
謄
本
の
送
達
が
執
行
猶
予
期
間
満
了
前

に
行
な
わ
れ
な
い
と
、
決
定
の
効
力
は
生
ぜ
ず
（
刑
訴
規
則
三
四
条
）
、
当
該
執
行

猶
予
は
取
り
消
さ
れ
な
い
ま
ま
執
行
猶
予
期
間
の
満
了
に
と
も
な
つ
て
刑
法
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

七
条
に
よ
つ
て
、
刑
の
言
渡
し
の
効
力
が
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
、
本
件
の
よ

う
に
、
執
行
猶
予
取
消
決
定
の
謄
本
の
送
達
と
執
行
猶
予
期
間
の
満
了
と
が

錯
綜
し
た
ぽ
あ
い
、
執
行
猶
予
取
消
決
定
の
被
請
求
人
ら
は
何
と
か
し
て
送
達

を
受
け
な
い
で
お
こ
う
と
す
る
が
、
執
行
猶
予
取
消
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告

棄
却
決
定
手
続
に
お
い
て
、
民
訴
法
一
七
二
条
の
準
用
が
あ
る
と
す
る
と
、
即

時
抗
告
棄
却
決
定
は
、
付
郵
便
送
達
に
よ
つ
て
、
執
行
猶
予
期
間
内
に
即
時
抗

告
申
立
人
（
執
行
猶
予
取
消
決
定
の
被
請
求
人
）
に
告
知
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ー

民
訴
法
一
七
三
条
に
よ
つ
て
書
留
郵
便
に
付
し
た
と
き
に
、
送
達
の
効
力
が
生

ず
る
の
で
ー
、
執
行
猶
予
取
消
決
定
は
効
力
を
生
ず
る
（
刑
訴
規
則
三
四
条
）

が
、
右
準
用
が
な
い
と
す
る
と
、
執
行
猶
予
取
消
の
効
果
が
生
じ
な
い
こ
と
に

な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
三
　
さ
て
、
民
訴
法
一
七
二
条
が
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
書
類
の
送
達
に
準

一
〇
七

（
一
〇
七
）



　
　
　
判
例
研
究

用
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
消
極
説
・
積
極
説
と
が
主
張
さ
れ
て
い

る
Q　

消
極
説
は
、
刑
訴
規
則
六
三
条
に
付
郵
便
送
達
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
規
則
に
特
別
a
定
の
あ
る
場
合
」
と
し
て
民
訴
法

に
対
す
る
特
別
規
定
と
解
し
て
、
付
郵
便
送
達
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
同
規
則

六
三
条
に
よ
る
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
付
郵
便
送
達
を
許
さ
な
い
と
す
る
見
解

で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ぽ
、
結
局
民
訴
法
一
七
二
条
は
刑
訴
法
五
四
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

よ
る
準
用
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
刑
訴
規
則
六
三
条
一
項
但
書
が
起
訴
状
謄
本
及
び
略
式
命
令
謄
本
の
送
達
に

つ
き
付
郵
便
送
達
を
排
除
し
て
い
る
の
は
、
補
充
送
達
、
差
置
送
達
が
不
可
能

な
ば
あ
い
の
付
郵
便
送
達
を
も
排
除
し
て
い
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら

ば
、
刑
訴
規
則
六
三
条
の
み
か
付
郵
便
送
達
に
つ
い
て
の
唯
一
の
根
拠
規
定
で

あ
る
と
説
く
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
解
釈
上
、
そ
の
点
で
、
消
極
説
に
も
有
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
根
拠
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
刑
訴
規
則
六
三
条
但
書
で
、
起

訴
状
・
略
式
命
令
謄
本
の
送
達
を
除
外
し
た
の
は
、
訴
訟
開
始
早
々
の
ぽ
あ
い

の
手
続
的
混
乱
を
さ
け
る
た
め
で
、
技
術
的
な
も
の
と
解
す
れ
ば
、
補
充
送

達
・
差
置
送
達
が
不
可
能
な
ば
あ
い
の
付
郵
便
送
達
を
も
排
除
し
て
い
る
と
は

解
さ
な
い
で
お
け
る
よ
う
に
も
思
う
。

　
一
方
、
積
極
説
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
訴
規
則
六

三
条
は
、
同
規
則
六
二
条
に
よ
る
送
達
場
所
の
届
出
を
怠
つ
た
者
に
対
し
て
な

さ
れ
る
送
達
方
法
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
刑
訴
規
則
六
二
条
は
、
民
訴
法

一
七
〇
条
一
項
の
特
則
規
定
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
刑
訴
規
則
六
三
条
は
、
民

訴
法
一
七
〇
条
一
項
に
よ
る
届
出
を
怠
つ
た
者
に
対
す
る
送
達
方
法
を
定
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
　
　
（
’
○
八
）

同
条
二
項
の
特
則
を
な
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
刑
訴
規
則
六
三

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

条
は
、
民
訴
法
一
七
一
条
に
よ
つ
て
、
補
充
送
達
・
差
置
送
達
も
で
き
な
か
つ

た
ば
あ
い
の
送
達
方
法
を
定
め
る
同
法
一
七
二
条
と
は
無
関
係
で
、
そ
の
特
則

を
な
す
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
刑
訴
法
五
四
条
に
よ
つ
て

民
訴
法
一
七
二
条
の
準
用
も
許
さ
れ
る
と
解
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
積
極
説
に

よ
れ
ぱ
、
刑
事
書
類
の
付
郵
便
送
達
に
つ
い
て
は
、
刑
訴
規
則
六
三
条
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ば
あ
い
と
、
民
訴
法
一
七
二
条
に
よ
る
ば
あ
い
と
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
両
見
解
を
対
比
し
て
み
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
有
力
た
根
拠
を
も
つ
て

お
り
、
一
義
的
に
決
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　
沿
革
的
に
み
れ
ば
、
旧
刑
訴
法
に
お
い
て
送
達
は
七
五
条
以
下
八
○
条
に
規

定
さ
れ
、
八
○
条
本
文
が
現
行
法
五
四
条
に
相
当
す
る
規
定
を
お
き
、
七
五
条

（
現
行
刑
訴
規
則
六
二
条
）
、
七
六
条
（
同
六
一
二
条
）
で
、
届
出
義
務
及
び
そ
の
解

怠
の
場
合
に
つ
い
て
郵
便
（
旧
法
で
は
書
留
郵
便
と
は
さ
れ
て
い
な
い
）
で
の
送
達

を
許
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
旧
冊
訴
法
八
○
条
で
の
「
別
段
ノ
規
定
ア
ル
場

合
」
に
は
、
検
事
送
達
（
旧
法
七
七
条
）
、
公
示
送
達
（
旧
法
七
九
条
ー
現
行
法
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

廃
止
）
が
あ
た
る
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
ば
あ
い
に
は
民
訴
法
の
規
定
が
準
用

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
旧
刑
訴
法
七
五
条
は
民
訴
法
一
七
〇
条
一
項
、
同
七

六
条
は
同
条
二
項
に
相
当
し
て
お
り
、
補
充
送
達
や
差
置
送
達
が
不
可
能
な
ば

あ
い
に
つ
い
て
の
付
郵
便
送
達
は
こ
れ
ら
と
は
別
に
民
訴
法
一
七
二
条
に
よ
つ

て
準
用
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
旧
法
の
規
定
は
ほ
と

ん
ど
そ
の
ま
ま
現
行
刑
訴
規
則
に
う
け
つ
が
れ
て
ぎ
て
お
り
、
ヒ
の
こ
と
を
考

え
る
と
、
民
訴
法
一
七
二
条
の
準
用
を
排
斥
す
る
理
由
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
条
文
の
文
言
か
ら
は
積
極
説
の
方
が
素
直
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。



　
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
す
で
に
最
三
決
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
六
日
刑
集
二
六

巻
一
〇
号
七
五
九
頁
で
検
察
官
の
特
別
送
達
を
民
訴
法
一
七
二
条
に
よ
る
付
郵

便
送
達
と
し
て
有
効
視
で
き
る
と
の
主
張
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
こ
う
し
た

付
郵
便
送
達
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
と
癒
く
、
検
察
官
の
右
主
張
を
排
斥
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
と
こ
ろ
か
ら
、
積
極
説
に
左
祖
し
た
と
評
価
す
る
見
方
も
あ
つ
た
が
消
極
説

に
も
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
有
力
な
根
拠
が
あ
り
、
右
昭
和
四
六
年
の
最
判

が
、
刑
事
手
続
に
つ
い
て
の
民
訴
法
一
七
二
条
の
準
用
に
つ
い
て
明
白
な
料
断

を
示
さ
な
か
つ
た
の
で
、
依
然
こ
の
間
題
は
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
。

　
本
決
定
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
決
定
要
旨
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
積
極
説
を
と
る
こ
と
を
明
言
し
た
も
の
で
、
実
務
上
意
義
の
あ
る
も
の
と
い

え
よ
う
。

　
四
　
本
決
定
の
立
場
に
た
て
ば
、
刑
事
書
類
の
送
達
に
あ
た
つ
て
、
交
付
送

達
・
出
会
送
達
・
補
充
送
達
・
差
置
送
達
等
の
方
法
で
送
達
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
つ
た
ば
あ
い
、
付
郵
便
送
達
に
よ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
刑
訴

規
則
六
三
条
に
定
め
る
付
郵
便
送
達
は
、
同
条
に
定
め
る
要
件
が
あ
る
ば
あ
い

に
は
、
右
の
原
則
的
送
達
方
法
で
送
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を

問
わ
ず
、
い
き
な
り
付
郵
便
送
達
の
方
法
に
よ
る
ご
と
が
で
き
る
こ
と
を
認
め

　
　
　
　
　
　
（
9
）

た
点
に
意
義
が
あ
る
と
評
す
る
む
き
も
あ
る
よ
う
に
、
本
決
定
が
、
執
行
猶
予

取
消
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
棄
却
決
定
に
つ
い
て
の
補
充
送
達
・
差
置
送
達

不
可
能
の
ば
あ
い
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
他
に
刑
訴
規
則
六
三
条
に
よ
る
付
郵
便

送
達
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
ぽ
あ
い
を
も
認
め
た
も
の
か
、
問
題
は
残
つ
て
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
決
定
は
正
当
で
あ
る
。

判
例

研
究

（
1
）
　
香
城
敏
麿
・
註
釈
刑
事
訴
訟
法
（
青
柳
ほ
か
編
）
一
巻
二
三
七
頁
。

（
2
）
　
最
大
決
昭
和
四
〇
年
九
月
八
日
刑
集
一
九
巻
六
号
六
三
六
頁
は
、
刑
の
執
行
猶

　
　
予
取
消
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
棄
却
決
定
が
刑
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
に
告
知

　
　
さ
れ
た
後
、
右
即
時
抗
告
棄
却
決
定
に
対
し
て
特
別
抗
告
が
な
さ
れ
て
も
、
右
決

　
　
定
の
執
行
が
停
止
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
右
執
行
猶
予
を
取
り
消
し
た
決
定
は
直
ち

　
　
に
執
行
し
う
る
状
態
に
な
り
、
そ
の
後
特
別
抗
告
提
起
期
間
中
に
刑
の
執
行
猶
予

　
　
期
間
が
満
了
し
て
も
、
右
即
時
抗
告
棄
却
決
定
の
告
知
に
よ
り
既
に
発
生
し
た
取

　
　
消
決
定
の
効
力
に
影
響
し
な
い
と
し
て
い
る
。

（
3
）
　
団
藤
重
光
・
条
解
刑
事
訴
訟
法
（
上
）
一
二
六
頁
、
小
野
清
一
郎
ほ
か
・
ポ
ケ

　
　
ッ
ト
註
釈
全
書
刑
事
訴
訟
法
（
改
訂
版
）
一
一
五
頁
、
中
武
靖
夫
・
注
解
刑
事
訴

　
　
訟
法
（
平
場
安
治
ほ
か
編
改
訂
版
上
）
一
八
四
頁
な
ど
あ
る
が
、
そ
の
理
由
づ
け

　
　
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
4
）
　
香
城
・
前
掲
書
二
三
七
頁
。

（
5
）
民
訴
法
一
七
一
条
の
特
別
送
達
に
つ
い
て
は
「
規
則
に
特
別
の
定
め
の
な
い
場

　
　
合
」
に
あ
た
る
の
で
、
刑
訴
法
五
四
条
に
よ
つ
て
、
刑
事
書
類
の
送
達
に
準
用
さ

　
　
れ
る
。

（
6
）
　
近
藤
和
義
・
最
高
裁
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
四
七
年
度
二
三
七
頁
。
積
極
説
に

　
　
立
つ
も
の
と
し
て
、
青
柳
文
雄
・
刑
事
訴
訟
法
通
論
（
五
訂
版
）
上
二
一
六
三
頁

　
　
注
ω
、
小
野
慶
二
・
刑
事
判
例
研
究
八
九
八
・
警
察
研
究
四
四
巻
三
号
一
三
三

　
　
頁
、
青
柳
文
雄
麗
阿
部
一
雄
・
最
高
裁
刑
訴
事
例
研
究
九
二
・
法
学
研
究
四
八
巻

　
　
七
号
一
二
五
頁
。

（
7
）
　
林
頼
三
郎
・
刑
事
訴
訟
法
要
義
一
三
八
～
一
四
五
頁
、
矢
追
秀
作
・
刑
事
訴
訟

　
　
法
要
義
一
九
二
頁
以
下
。

（
8
）
　
近
藤
・
前
掲
書
二
三
八
頁
。

（
9
）
伊
藤
栄
樹
・
刑
事
判
例
研
究
八
四
・
警
察
学
論
集
三
〇
巻
七
号
一
ニ
ニ
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
二
年
十
一
月
一
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
　
冨
　
　
潔

一
〇
九

（
一
〇
九
）


